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トラック運転者の労働災害防止対策の推進について 

～道路貨物運送業の労働災害増加傾向周知のご依頼～ 

 

平素より労働安全衛生行政の推進につきまして、格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和７年の宮崎県内の道路貨物運送業における４日以上の休業を伴う労働災害は、126

件（11 月末速報値）発生し、前年同期比 25 件（24.8％）増加となっており、休業 1 ヶ月以上となっ

ているものが 64 件（50.8％）、傷病性質が骨折・打撲傷・関節の障害となっているものが 107 件

（84.9％）あり、トラック運転者の人手不足が深刻な状況にある中、荷役作業等の対策を講じて着実

に減少させる必要があります（別添、令和 7 年 11 月統計表及び「宮崎労働局からのお知らせ」参

照）。 

貴支部におかれましては、従来から「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策ガイドライ

ン」などの労働災害防止対策に取り組んでいただいているところですが、今般の労働災害増加傾

向の災害分析を踏まえますと、トラック運転者における不安全な行動による災害が多発している状

況にあることから、いち早くお知らせし、労働災害防止のための更なる取組が必要と考えているとこ

ろです。 

つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが趣旨をご理解いただき、傘下会員事業場に別添

資料等を活用し労働災害多発傾向を共有いただくとともに、関係事業者、労働者はもとより、荷役

作業に関わるトラック運転者に対して、荷役作業時の具体的な安全対策を周知いただき、より一層

の安全対策の推進に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。 

 

      【お問合せ】 
     〒880－0805 

宮崎市橘通東 3－1－22 
宮崎労働局 労働基準部 健康安全課 
TEL 0985－38－8835 
E-mail:kenkouanzenka-miyazakikyoku@mhlw.go.jp 

mailto:kenkouanzenka-miyazakikyoku@mhlw.go.jp


宮崎労働局
統計集計日 死亡災害：令和6年11月末日現在 休業災害：令和6年11月末日現在

11月末日 死亡災害：令和7年11月末日現在 休業災害：令和7年11月末日現在

死亡 休業 計 死亡 休業 計 死亡 休業 計 死亡 休業 計 死亡 休業 計
０１製造業 1 256 257 93 93 1 65 66 80 80 18 18

234 234 89 89 57 57 74 74 14 14
01食料品 107 107 41 41 21 21 41 41 4 4

104 104 46 46 17 17 36 36 5 5
04木材・木製品 53 53 8 8 18 18 17 17 10 10

41 41 13 13 14 14 11 11 3 3
09窯業土石 1 10 11 4 4 1 3 4 3 3

10 10 2 2 4 4 1 1 3 3
12金属製品 9 9 5 5 2 2 1 1 1 1

11 11 2 2 3 3 5 5 1 1
13～15機械器具 26 26 14 14 7 7 4 4 1 1

15 15 7 7 4 4 3 3 1 1
０２鉱業 1 1 1 1

1 1 1 1
０３建設業 3 166 169 2 83 85 1 37 38 39 39 7 7

3 151 154 1 63 64 2 42 44 35 35 11 11
01土木工事 2 44 46 1 18 19 1 17 18 9 9

3 49 52 1 20 21 2 12 14 14 14 3 3
02建築工事 1 81 82 1 45 46 11 11 20 20 5 5

68 68 30 30 17 17 16 16 5 5
(02-02 15 15 7 7 1 1 5 5 2 2
木造建築） 19 19 6 6 5 5 7 7 1 1

０４運輸交通業 2 114 116 50 50 1 14 15 1 45 46 5 5
2 133 135 2 54 56 18 18 59 59 2 2

03道路貨物運送 2 99 101 43 43 1 12 13 1 42 43 2 2
1 125 126 1 51 52 14 14 58 58 2 2

０５貨物取扱業 1 1 1 1
4 4 3 3 1 1

０６農林業 5 87 92 1 31 32 1 26 27 3 18 21 12 12
2 82 84 1 21 22 28 28 18 18 1 15 16

02林業 4 53 57 11 11 1 25 26 3 7 10 10 10
1 54 55 8 8 26 26 7 7 1 13 14

０７畜産・水産業 45 45 18 18 3 3 22 22 2 2
52 52 17 17 6 6 25 25 4 4

０８商業 1 201 202 1 99 100 35 35 52 52 15 15
1 181 182 89 89 40 40 1 43 44 9 9

02小売 1 144 145 1 73 74 27 27 31 31 13 13
1 131 132 64 64 30 30 1 30 31 7 7

０９金融・広告業 6 6 3 3 1 1 1 1 1 1
6 6 4 4 2 2

１０映画・演劇業
1 1 1 1

１１通信業 21 21 6 6 8 8 4 4 3 3
9 9 5 5 2 2 2 2

１２教育・研究業 16 16 7 7 3 3 5 5 1 1
13 13 10 10 1 1 2 2

１３保健衛生業 180 180 77 77 33 33 56 56 14 14
155 155 72 72 31 31 39 39 13 13

02社会福祉施設 121 121 56 56 23 23 32 32 10 10
99 99 50 50 18 18 26 26 5 5

１４接客娯楽業 74 74 45 45 9 9 16 16 4 4
69 69 34 34 11 11 21 21 3 3

02飲食店 42 42 26 26 6 6 9 9 1 1
42 42 20 20 5 5 14 14 3 3

１５清掃・と畜業 55 55 34 34 7 7 11 11 3 3
52 52 30 30 4 4 18 18

(01-01 31 31 22 22 4 4 3 3 2 2
ビルメン） 19 19 13 13 1 1 5 5

１６官公署

１７その他の事業 2 58 60 1 30 31 7 7 1 13 14 8 8
54 54 29 29 11 11 10 10 4 4

14 1281 1295 5 576 581 4 249 253 5 363 368 93 93
8 1197 1205 4 520 524 2 255 257 1 347 348 1 75 76

資料出所：労働者死傷病報告
合　計

業種別・署別災害発生状況（休業４日以上）
（新型コロナウイルス感染症を除く）

 ※上段

 ※下段

速報値 合計 宮崎署 延岡署 都城署 日南署



トラック運送事業者の皆様へ 宮崎労働局からのお知らせ

トラック運転者の労働災害防止に取り組みましょう！！
令和7年の休業4日以上の労働災害が、前年比で大幅に増加

（11月末速報値126件中64件が休業1ヶ月以上）

令和６年11月末 令和７年11月末

その他 1 6

飛来・落下 1 7

高温・低温の物との接触 4 1

激突 4 10

交通事故（道路） 7 6

激突され 7 12

はさまれ・巻き込まれ 9 10

動作の反動・無理な動作 10 21

転倒 20 16

墜落・転落 38 37
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道路貨物運送業における労働災害の推移（宮崎県内、新型コロナウイルス感染症を除く）

1

死亡災害10件の内訳は、
墜落転落が4件、交通事故
が3件、フォークリフトに
よる挟まれが1件、トラッ
クによる挟まれ1件、積み
荷の崩壊倒壊が1件。



厚生労働省では、「交通労働災害防止のためのガイドライン」
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」

を策定し、トラック運転者の交通事故の防止や、荷物の積込み・積降し作
業中等の労働災害防止に向け、取り組むべきことをお示ししています。
トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主（荷物の発注者、荷物の配
送先）の皆様、元請事業者の皆様も、これらガイドラインを順守し、

トラック運転者の労働災害防止にご協力をお願いします。

●交通労働災害防止のためのガイドライン
・労働時間、休憩、運転時間など労働基準法や改善基準を遵守し
た適正な走行計画の作成及び運転者への指示 ・安全教育の実施

・交通安全情報マップの作成 ・健康診断の実施 など

●陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン
・荷役作業に適した服装、保護具（墜落時保護用ヘルメット、
安全靴等）の着用 ・荷台からの墜落防止対策の徹底（昇降設
備の使用等）

・フォークリフトでは、有資格者による運転、特定自主検査
の実施、作業計画の作成、用途外使用の禁止（人の昇降に使用
しない） など

●陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防ぐために
（労働安全衛生総合研究所ホームページ）

保護帽（墜落時保護用）
を必ず着用する。

引っ張る場合は、
その反動を予測し
て作業する。

荷台上では背を
荷台内側に。

車両のあおりに足を
かけて作業しない。

作業は出来るだけ地上から。荷台から飛び降りない。

シートが引っかかっても
力ずくに引っ張らない。

シートが貨物の角に
引っかかった際は、そ
の場所に行って直す。

サイドとリアに
ステップを装着
し、無理な昇降
を行わない。

逸走防止（輪止め）を必ず行う。

具体的な対応策
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